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別添回答様式

道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて（回答様式）
～ 今後検討すべき課題等 ～

地方公共団体名 熊 本 県

新たな組織と役割１

（１）機構と会社の設立

■意見：

なし

（２）道路資産の帰属と債務返済の考え方

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-1- ） 案-1-Ａ）
■上記の理由

高速道路は、一般道路とあいまって住民生活を支える基本的な社会資本であり、全国的な視点で
整備が進められてきているが、まだ未整備区間も多い状況である。

民間企業がその資産を保有した場合、固定資産税が課税されることなどから、未整備区間の整
備進捗に大きな影響を及ぼすことが考えられる。このため会社が道路資産を保有すべきではないと
考える。
■その他意見

（３）地域分割

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-2- ） 案-2-Ａ）
■上記の理由

会社を細分化することで、個々の会社が新規路線の建設に向けて拠出できる財源が少なくなり、
ネットワーク整備が遅れることを懸念する。さらに、どのように分割するか次第で、地域間での整備
進捗に格差が生じることも考えられるため、会社を細分化すべきではないと考える。

また、首都、阪神、本四については、関係自治体（本四公団の場合10団体）等が出資しているな
ど、日本道路公団と性格が異なる部分があり、独立して民営化すべきと考える。
■その他意見

新規建設２

（１）建設にあたっての評価

■意見：
現在整備計画区間となっている個別の区間の優先順位だけで評価をするのではなく、ネットワー

ク全体として基本計画区間も含めた評価が必要である。

（２）新会社による建設の範囲とその仕組み

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-3-Ｃ） 案-3-Ａ）
■上記の理由

高速道路はネットワークとして完成してはじめてその本来の効果を発揮するものであり、個別路線
の採算性のみで建設の是非を判断すべきではない。また、ネットワークを早期に整備するために
は、できる限り料金収入を活用する必要がある。
■その他意見
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料金の性格と水準３

（１）料金の性格と民間企業としての収益確保

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-4- ） 案-4-Ａ）
■上記の理由

料金に利潤を含めると固定資産税の課税が問題となり、課税された場合、債務返済並びに未整
備区間の整備財源に与える影響が大きいため、利潤を含むことについては慎重な検討が必要と考
える。

■その他意見

（２）料金の水準

■意見：
既存の社会資本（高速道路）の有効活用という視点から、弾力的な料金設定は必要と考える。た

だし、未整備区間の整備に支障をきたさないよう十分配慮すべきである。

承継する資産・債務の内容・評価４

（１）承継資産・債務の考え方

■意見
なし

（道路関係四公団の民営化、基本的枠組み等について自由にご記入下さい）※ その他の意見

○ 高速道路はネットワークとして整備されてきたものであり、ネットワーク全体の完成によりはじめ
て本来効果を発揮するものである。よって、整備計画区間９，３４２ｋｍの整備はもとより、基本計
画区間を含む全体１１，５２０ｋｍの整備を着実に進めることができるスキーム作りが不可欠であ
る。

○ 沿線の市町村においては、高速道路の整備を前提とした地域振興プロジェクトが進められてお
り、これらへの影響も勘案し、ネットワーク全体の早急な整備が必要である。

○ ネットワーク全体の早期整備を図るため、新会社での整備については、料金収入をできる限り
建設費に回し、早期整備が可能となる制度とすべきである。

○ 新直轄方式による整備費用のうち地方負担の財源については、道路特定財源の地方への移
譲等により、実質的な負担が生じないよう引き続き十分な措置が必要。

また、新直轄方式で整備された路線は、無料で供用されると考えられるが、その維持管理費に
ついては、高速道路が国家的な社会資本であることを踏まえ、国が全て負担すべきである。


